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特許法

発明公開の代償としての独占権

例外：第三者との利益衡量：公共
の利益を損なわない事

独占禁止法

私的独占の禁止

判断基準：競争秩序の維持、消費
者の利益確保、公共の利益

公共の利益とは？（独禁法）

公共の利益

一定の取引分野における競争を実質的に制限
しない

⇒過剰な技術独占は当該産業の健全な発展を
阻害し、公共の利益に反する

⇒かかる弊害の除去は独占禁止法の適用対象

現行運用要領：当該産業全般の健全な発展を阻害し、
国民生活に実質的な弊害がある場合

特許法第９３条 公共の利益のための裁定の適用

適用事例の追加（提案）
①学術および研究活動に障害となる発明

②国際標準に障害となる発明

資本主義経済の
適正な発展を目的

公共の利益のための裁定制度の適用拡大


